
議

会

議

案

第

一

号

い

し

か

わ

子

ど

も

総

合

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

に

つ

い

て

地

方

自

治

法

第

百

十

二

条

及

び

石

川

県

議

会

会

議

規

則

第

十

五

条

の

規

定

に

よ

り

、

右

の

議

案

を

別

紙

の

と

お

り

提

出

し

ま

す

。

平

成

二

十

一

年

六

月

十

五

日

石

川

県

議

会

議

長

木

本

利

夫

殿

提

出

者

議

員

下

沢

佳

充

西

田

昭

二

北

篤

司

塚

崎

康

彦

桜

川

剛

石

島

正

則

森

祐

喜

米

田

昭

夫

宮

地

治

宮

下

正

博

作

野

広

昭

宮

元

陸

吉

﨑

吉

規

山

田

憲

昭

山

田

省

悟

藤

井

義

弘

紐

野

義

昭

和

田

内

幸

三

石

田

忠

夫

小

倉

宏



米

田

義

三

向

出

勉

稲

村

建

男

福

村

章

中

川

石

雄

米

光

正

次

谷

内

律

夫

庄

源

一



い

し

か

わ

子

ど

も

総

合

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

案

）

い

し

か

わ

子

ど

も

総

合

条

例

（

平

成

十

九

年

石

川

県

条

例

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

十

三

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

携

帯

電

話

の

利

用

制

限

等

）

第

三

十

三

条

の

二

県

は

、

青

少

年

に

よ

る

携

帯

電

話

端

末

又

は

Ｐ

Ｈ

Ｓ

端

末

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

携

帯

電

話

端

末

等

」

と

い

う

。
）

の

適

切

な

利

用

に

関

す

る

県

民

の

理

解

を

深

め

る

た

め

、

啓

発

そ

の

他

の

施

策

の

推

進

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

２

保

護

者

は

、

携

帯

電

話

端

末

等

の

利

用

制

限

に

当

た

り

、

青

少

年

の

年

齢

、

発

達

段

階

等

を

考

慮

の

上

、

青

少

年

の

健

全

育

成

に

資

す

る

よ

う

適

切

な

対

応

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

３

保

護

者

は

、

特

に

小

学

校

、

中

学

校

、

中

等

教

育

学

校

（

前

期

課

程

に

限

る

。
）

及

び

特

別

支

援

学

校

（

小

学

部

及

び

中

学

部

に

限

る

。
）

に

在

学

す

る

者

に

は

、

防

災

、

防

犯

そ

の

他

特

別

な

目

的

の

た

め

に

す

る

場

合

を

除

き

、

携

帯

電

話

端

末

等

を

持

た

せ

な

い

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

４

保

護

者

、

地

域

団

体

、

学

校

関

係

者

そ

の

他

の

青

少

年

の

健

全

育

成

に

携

わ

る

者

は

、

相

互

に

連

携

し

て

、

携

帯

電

話

端

末

等

の

適

切

な

利

用

に

関

す

る

取

組

の

促

進

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

附

則

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

二

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



提

案

理

由

有

害

情

報

へ

の

ア

ク

セ

ス

や

ネ

ッ

ト

い

じ

め

な

ど

携

帯

電

話

利

用

に

伴

う

弊

害

か

ら

青

少

年

を

守

る

た

め

、

青

少

年

の

携

帯

電

話

の

利

用

制

限

等

の

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

。

こ

れ

が

、

こ

の

条

例

案

を

提

出

す

る

理

由

で

あ

る

。


